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平成 年 月 日（月）

号外第 号

17 17１

４

毎週火 金曜日発行･

公布 規則

◇ 鳥取県屋外広告物条例施行規則 一部 改正 規則（ ）（都市計画課）……………………

◇鳥取県屋外広告物条例施行規則 一部 改正 規則

広告物 形状、面積、色彩、意匠 他表示 方法等 関 基準 定 。（第 条 、

別表第 関係）

監督処分 除却 広告物等 保管 場合 公示 場所等並 当該広告物等 売却 手続 関

規定 設 。（第 条 、第 条 関係）

他所要 規定 整備 行 。

規則 、公布 日 施行 。

鳥取県屋外広告物条例施行規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県屋外広告物条例施行規則 一部 改正 規則

鳥取県屋外広告物条例施行規則（昭和 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正後 欄中条 表示 下線 引 条（以下「追加条」 。） 加 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（別表及 別表 細目 表示 除 。以下「改正部分」 。）

対応 次 表 改正後 欄中下線 引 部分（追加条並 別表及 別表 細目 表示 除 。以下

「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、改正部分 対応 改

正後部分 存在 場合 、当該改正部分 削 、改正後部分 対応 改正部分 存在 場合 、

当該改正後部分 加 。

次 表 改正前 欄中別表及 別表 細目 表示 下線 引 別表及 別表 細目（以下「移動別表等」

。） 対応 次 表 改正後 欄中別表及 別表 細目 表示 下線 引 別表及 別表 細目

（以下「移動後別表等」 。） 存在 場合 、当該移動別表等 当該移動後別表等 改 、移動別表

された のあらまし

の を する

の を する

の その の に する を めることとした の

により した を した の の びに の の に

する を けることとした の の

その の の を うこととした

この は の から することとした

の を する をここに する

の を する

の を のように する

の の の の に が かれた という を える

の の の が かれた び の の を く という

に する の の の が かれた びに び の の を く

という が する には を に め に する

が しない には を り に する が しない には

を える

の の の び の の に が かれた び の

という に する の の の び の の に が かれた び の

という が する には を に め

規 則

鳥取県規則第 号

１ １

１ ６ ２

４

２

６ ３ ６ ４

３

４

１17 17

37 50

１

目 次

規 則



平成 年 月 日 月曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号17 172 １ ４

改 正 後 改 正 前

（経過措置）

第 条 制限地域等 第 種制限地域 第 種制

限地域 際、現 適法 表示 、又 設置

広告物又 広告物 掲出 物件（以下「掲

出物件」 。） 次条 基準 適用

、 従前 例 。 、当該広告物

表示場所若 形状、色彩、意匠 他表示 方法

変更 、又 当該掲出物件 設置場

所若 設置方法 変更 、

限 。

（許可 基準）

第 条 条例第 条 規定 許可 基準 、第 条

定 基準 加 、次 各号 掲 区分

応 、 当該各号 定 基準 。

（ ）及 （ ） 略

自己 氏名、名称、店名、屋号若 商標、自己

事業若 営業 内容若 自己 居所若

事業所若 営業所 位置（別表第 及 別

表 「自己 氏名等」 。） 表示

広告物又 掲出物件（野立 、別表第

第 号 掲 基準 適合 限 。）

設置 場合 条例第 条第 項及

第 条第 項 規定 許可 基準 、前項 規

定 、第 条 定 基準及 別表第

定 基準 。

（適用除外 基準等）

第 条 条例第 条 第 項第 号 規定 公益上、

慣例上 他 理由 得 認

規則 定 、次 。

（ ） 国 機関、地方公共団体又 公共的団体

事務執行 表示 、又 設置 別表

第 定 基準（同表 第 号 及 掲

基準 除 。） 適合

（ ）及 （ ） 略

及 略

条例第 条 第 項第 号 規定 規則 定

基準 、広告物 表示期間又 掲出物件 設置期間

日以内 。

略

（広告物等 表示 方法等 基準）

第 条 条例第 条 規定 基準 、別表

第 。

（経過措置）

第 条 制限地域等 第 種制限地域 第 種制

限地域 際、現 適法 表示 、又 設置

広告物又 広告物 掲出 物件

次条 基準 適用 、 従前 例 。

、当該広告物 表示場所若 形状、色彩、

意匠 他表示 方法 変更 、又

当該物件 設置場所若 設置方法 変更

、 限 。

（許可 基準）

第 条 条例第 条 規定 許可 基準 、次 各

号 掲 区分 応 、 当該各号 定 基

準 。

（ ）及 （ ） 略

自己 氏名、名称、店名、屋号若 商標、自己

事業若 営業 内容若 自己 居所若

事業所若 営業所 位置（別表第

「自己 氏名等」 。） 表示 広告

物又 掲出 物件（野立 、別表第

個別的基準 項第 号 掲 基準 適合

限 。） 設置 場合 条

例第 条第 項及 第 条第 項 規定 許可

基準 、前項 規定 、別表第 定

基準 。

（適用除外 基準等）

第 条 条例第 条 第 項第 号 規定 公益上、

慣例上 他 理由 得 認

規則 定 、次 。

（ ） 国 機関、地方公共団体又 公共的団体

事務執行 表示 、又 設置 別表

第 定 基準（同表 個別的基準 項第 号

及 掲 基準 除 。） 適合

（ ）及 （ ） 略

及 略

条例第 条 第 項第 号 規定 規則 定

基準 、広告物 表示期間又 広告物 掲出 物

件 設置期間 日以内 。

略
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（広告物等 保管 場合 公示 場所等）

第 条 条例第 条 第 項第 号及 第 項

規則 定 場所 、当該広告物又 掲出物件 掲出

場所 管轄 地方県土整備局又 総合事務所

。

（保管 広告物等 売却 場合 手続）

第 条 屋外広告物法（昭和 年法律第 号）第

条第 項 規定 保管 広告物及 掲出物件

売却 、同法及 条例 定 、

鳥取県会計規則（昭和 年鳥取県規則第 号） 規定

準用 。

（講習会修了者 同等以上 知識 有 者 認定）

第 条 条例第 条 第 項第 号 規定 同号

規定 知識 有 者 認 者 、広告物 表

示又 掲出物件 設置 責任者 年以上 経験

有 、 、過去 年間 広告物 関 法

令 違反 者 。

及 略

別表第 （第 条、第 条関係）

（講習会修了者 同等以上 知識 有 者 認定）

第 条 条例第 条 第 項第 号 規定 同号

規定 知識 有 者 認 者 、広告物 表

示又 広告物 掲出 物件 設置 責任者

年以上 経験 有 、 、過去 年間 広告

物 関 法令 違反 者 。

及 略

別表第 （第 条、第 条関係）許可基準

一般的基準

広告物又 広告物 掲出 物件（以下「広告

物等」 。） 環境 調和 、美観風致 妨

。

広告物等 設置、施工等 方法 不完全 、

風雨、衝動等 容易 倒壊、剥離、破損、

落下等 。

広告物等 正面、側面等 支柱等 突 出

。

広告物等 道路上 突 出 設置 場合

、次 掲 基準 該当 。

、 、道路 歩道 部分 突

出 広告物等 路面 広告物 下端 高

ー 以上 、 、建築物 構造、

外観等 勘案 美観風致上及 危害防止上支障

認 場合 、 ー 突

出 。

路面 広告物 下端 高 、歩道

車道 区別 道路及 道路 車道 部分

ー 以上、道路 歩道 部分

ー 以上 。

突 出 部 長 ー 以下

。

広告物等 信号機又 道路標識 効用 妨

。

個別的基準

野立 広告物等

広告物 表示等 許可基準

野立 広告物又 広告物 掲出 物件（以下
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「広告物等」 。）

～ 略

～ 略

別表第 （第 条関係）

案内誘導広告物等 許可基準

略

略

略

略

略

別表第 （第 条 関係）

広告物等 表示 方法等 基準

広告物等 環境 調和 、良好 景観 形成 、

美観風致 妨 。

広告物等 風雨、衝動等 容易 倒壊、

剥離、破損、落下等

。

広告物等 正面、側面等 支柱等 突 出

。

広告物等 道路 路面上 突 出 設置

場合 、次 掲 基準 該当

。 、自己 氏名等 表示

広告物等 、知事 得 認

、 限 。

路面 広告物 下端 高 、歩道

車道 区別 道路及 道路 車道 部分

ー 以上、道路 歩道 部分

ー 以上 。

突 出 部 長 ー （道路 歩

道 部分 突 出 広告物等 路面 広告物

下端 高 ー 以上 、

、建築物 構造、外観等 勘案 美観風

致上及 危害防止上支障 認 場

合 、 ー ）以下 。

広告物等 信号機又 道路標識 効用 妨

。

～ 略

～ 略

別表第 （第 条関係）

案内誘導広告物等 許可基準

別表第 一般的基準 項第 号 第 号

及 第 号 掲 基準

略

略

略

略

略
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古紙配合率 ％再生紙 使用100 を しています

(URL:http://www.pref.tottori.jp)

附 則

規則 、公布 日 施行 。この は の から する


